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１．計画の基本的事項 
 

(1) 計画の基本的な考え方 

 

平成３７年（２０２５年）に団塊の世代が全て７５歳以上となる超高齢社会を迎えるに

あたり、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図るとともに、住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する地

域包括ケアシステムの構築を図り、地域において急性期から在宅医療・介護までの一連の

サービスを切れ目や過不足なく確保する体制を整備していくことが、喫緊の課題となって

いる。 

本県においても、今後、高齢化は一層進展し、平成３７年には、県民の３人に１人が６

５歳以上の高齢者に、５人に１人が７５歳以上の後期高齢者になることが推計され、また、

高齢者の増加に伴い、在宅ひとり暮らしや認知症の高齢者の増加も見込まれている。 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に受

けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に向けた在

宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の確保・

養成を進めていく必要があることから、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進

に関する法律（平成元年法律第６４号）第４条に基づく本計画を策定し、平成２７年度に

対応すべき以下の諸課題の解決に向けた取組を進めるものとする。 

 

山梨県の人口    （単位：人） 

 H12 H17 H22 H27 

山梨県全県 888,172 884,515 863,075 835,618 

中北 472,472 476,572 473,854 464,508 

峡東 147,747 146,319 141,288 136,110 

峡南 67,022 63,466 58,137 52,957 

富士･東部 200,931 198,158 189,796 182,043 

（総務省国勢調査（～H22）、H27.5 山梨県常住人口調査） 
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出所）・H26まで総務省「国勢調査」「人口推計」（全国）

山梨県「高齢者福祉基礎調査」（山梨県)

・H27以降国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」
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一 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 
 

［現状と課題］ 
 

ア．一般病床及び療養病床の機能分化の推進 
 

￮  平成 26 年度の病床機能報告（許可病床ベース）では、本県の一般病床及び療養病

床を有する医療機関における機能区分別の病床数は、高度急性期機能 1,206 床、急性

期機能 4,229 床、回復期機能 930 床、慢性期機能 2,435 床であり、回復期機能の構成

比が低く、急性期機能や慢性期機能の構成比が高くなっている。 

 また、6 年後に医療機関が予定している機能区分別の病床数は、高度急性期機能

1,236 床、急性期機能 3,919 床、回復期機能 1,557 床、慢性期機能 2,175 床となって

おり、今後、急性期及び慢性期機能の病床数を削減する一方で、主に回復期機能の病

床数を増床していく意向が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所）平成26年度 病床機能報告制度における機能区分の報告状況

（床、％）
⾼度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

一般病床 1,200 4,217 492 605 6,514
療養病床 6 12 438 1,830 2,286
合計 1,206 4,229 930 2,435 8,800
構成比 13.7% 48.1% 10.6% 27.7% 100.0%
（注）集計対象の病床のうち、現時点の機能区分が未選択となっている132病床については、上表には含めていない。

出所）平成26年度 病床機能報告制度における機能区分の報告状況

（床、％）
⾼度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

一般病床 1,236 3,901 858 556 6,551
療養病床 0 18 699 1,619 2,336
合計 1,236 3,919 1,557 2,175 8,887
構成比 13.9% 44.1% 17.5% 24.5% 100.0%
（注）集計対象の病床のうち、6年後の機能区分の予定が未選択となっている45病床については、上表には含めていない。
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６年が経過した日における機能区分別の予定病床数（許可病床）【⼭梨県】
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￮  本県では、峡東地域を中心に回復期リハビリテーション機能を有する医療機関が多

く整備されているものの、県全域では回復期機能が少なく、今後の疾病構造の変化を

見据えた医療需要を支えるには、急性期機能や慢性期機能から回復期機能への移行等

が必要である。 
 

￮  病床の機能分化・連携の推進については、今後策定する地域医療構想において、本

県の実情を踏まえつつ、地域ごとにバランスのとれた機能区分別の病床数を定め、医

療機関の自主的な取組により適正化を進めていくことになるが、現時点でも不足が明

らかな回復期機能の充実・強化を図る必要がある。 
 

￮  また、今後は、受け皿となる在宅医療の充実・強化が重要となるが、在宅患者の急

変時における受入機能の不足が指摘されていることから、これを強化するための取組

を推進する必要がある。 
 

 

 

 
イ．精神病床の機能分化の推進 

 

￮  精神病床は、病床機能報告の対象となる一般病床や療養病床とは異なる区分とされ

ており、国の指針において、良質かつ適切な精神医療の提供のため、精神疾患の状態

や特性に応じた精神病床の機能分化を進めることとされている。 
 

￮  本県の精神科入院医療は、11 病院により提供されているが、長期入院患者が多く、

入院期間が長期化した場合には、精神障害者の社会復帰が困難になる傾向があること

を踏まえ、新たに入院する急性期の精神障害者が早期に退院できるよう、手厚く密度

の高い医療や退院に向けた取組を推進する必要がある。 

 

［課題解決に向けた主な取組］ 
 

  病床の機能分化・連携体制の構築に向け、在宅復帰を推進する回復期機能等の充

実・強化を図るため、回復期リハビリテーション機能の強化に必要な設備整備や、在

宅患者の急変時における受入機能の強化に必要な設備整備等を推進する。 
 

  精神科病院の病床機能転換事業を支援し、既存療養型病床の削減及び急性期対応型

病床の整備を推進する。 
 

  効率的な医療連携体制の構築に向け、ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの基

盤整備を推進する。 

山梨県の医療機能別病床数 
（入院料届出状況 H25 医務課調） 

社会保障･税一体改革における病床数イメージ 
「ワイングラス型」から「砲弾型」へ転換 

（厚生労働省資料） 
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二 居宅等における医療の提供 
 

［現状と課題］ 
 

ア．在宅医療の推進 
 

￮  本県における在宅医療の現状は、末期がん等になった際に自宅療養を希望する者が

半数を超えるなど、県民の在宅医療へのニーズは高い。 

 

 

 

 

 

 
 
 
￮  しかし、人口 10 万人当たりの在宅療養支援診療所数が全国平均を大きく下回るな

ど、本県の在宅医療提供体制は総じて脆弱であることから、引き続き在宅医療に取り

組みやすい環境を整備し、在宅医療を担う医師や看護師の確保・養成、医師連携・多

職種連携体制の構築等の課題に対応するための取組を総合的に推進していく必要が

ある。 

在宅医療を提供する施設の数 （診療報酬施設基準 平成 25 年 1 月現在） 

 
全県  人口 10 万対 

中北 峡東 峡南 富士･東部 山梨県 全国(H23) 

在宅療養支援病院 6 2 2 2 0 0.70 0.38 

在宅療養支援診療所 54 32 12 0 10 6.31 10.27 

在宅療養支援歯科診療所 34 14 10 2 8 3.97 3.20 

訪問看護ステーション 46 25 7 8 6 5.38 6.07 

訪問薬剤管理指導料届出薬局 262 158 38 12 54 30.62 32.73 

 

￮  在宅医療を支える訪問看護に関しては、県内の訪問看護ステーションは小規模なも

のが多く、１つのステーションでは対応困難な事例や新人訪問看護師の養成ができな

いといった課題が指摘されていることから、訪問看護ステーション間、あるいは医療

機関と訪問看護ステーション間のコーディネートの役割を果たし、訪問看護師の育成

等を推進するための拠点機能の整備が必要である。 

 
 

イ．在宅歯科医療の推進 
 

￮  在宅歯科医療については、専門的口腔ケア、口腔機能リハビリテーションに対応で

きる歯科医師等の養成確保や、脳卒中や糖尿病等の全身疾患と歯科疾患との関係性か

ら一層の医科歯科連携、居宅の現場における多職種連携が求められており、これらに

対応できる人材の育成が必要である。 

人生の最終段階に希望する療養 （平成 24 年山梨県県民保健医療意識調査） 

それまでの
病院に入院

緩和ケア病棟・病床
に入院

自宅療養し必要
時にそれまでの
病院に入院

自宅療養し必要時に緩和ケア病棟・病
床に入院

最後まで
自宅療養

専門的医療
機関で治癒
に向けた積
極的治療

特養

老人

ホー

ム等

に入

所

その他・わからな
い・不明

9.3% 15.6% 13.7% 29.9% 8.8% 8.0% 1.4% 13.2%

52.4%
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ウ．在宅医療（薬剤）の推進 
 

￮  在宅がん患者等の療養生活を支えるためには、抗がん剤等の調剤処理を行うことが

できる拠点薬局の整備や、在宅医療・介護に取り組む薬局・薬剤師の育成が必要であ

る。 

 

［課題解決に向けた主な取組］ 
 

  医療関係者や多職種による協議会の設置・運営、研修会開催等を支援し、在宅医療

に関する課題解決に向けた体制の整備や、在宅医療を担う人材の育成を図る。 
 
  訪問看護ステーション間や医療機関・訪問看護ステーション間のコーディネートの

役割を果たし、訪問看護師の育成等を推進するための拠点機能を担う訪問看護支援セ

ンターを設置し、訪問看護師の確保･定着を図るとともに、新人訪問看護師等養成研

修、訪問看護の普及啓発のための研修会の開催等を支援し、在宅医療の推進を図る。 
 

  歯科医療が必要な高齢者に対する医科やリハビリの分野での視点等を学び、広い視

野で患者を診るグループワークを中心とした研修事業、在宅がん患者口腔ケア研修事

業、医科・歯科連携のための研修事業の開催を支援する。 
 
  在宅医療・介護に取り組む薬局・薬剤師の養成や、地域の拠点薬局に整備した無菌

調剤設備による製剤方法等の技術向上のための研修事業の開催を支援する。 
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三 介護施設等の整備 
 

［現状と課題］ 
 

￮  本県ではこれまで、自宅での生活が困難な高齢者が安心して生活できるよう、特別

養護老人ホーム等の整備を計画的に実施してきた。これにより、本県の要介護認定者

数に対する特別養護老人ホームの定員数は、全国でも上位に位置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

￮  しかし、特別養護老人ホームへの入所申込者（待機者）は、依然として全国平均よ

り多く、入所の緊急性の高い方（在宅の要介護度 4・5 の方）も相当数待機している

状況にある。 
 

￮  これら緊急性の高い待機者の数は、健康長寿やまなしプラン（平成 24 年度～平成

26 年度）に基づく施設整備の進展等により減少してきたが、今後、高齢化の進展によ

って再び増加することが見込まれるため、その解消に向けて計画的な施設整備が必要

となる。 
 

 

［課題解決に向けた主な取組］ 
 

  居宅での生活が困難な高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域密

着型を基本として特別養護老人ホーム等の整備を進める。 
 

  老朽化が進んでいる特別養護老人ホーム及び養護老人ホームについて、生活環境の

向上を図るとともに、個室ユニット型施設を基本としたプライバシーに配慮した施設

整備を支援するため、助成措置を講じて計画的に改築整備を進める。 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム整備状況（平成25年度）

65歳以上

千人当たり

定員数

要介護認定者

千人当たり

定員数

入所待機者

の割合

a b c c/a c/(b/1000) d d/b*100

全国合計 31,898千人 4,215,684人 524,390人 16.4人 124.4人 514,159人 12.2%

山梨県 225千人 29,892人 4,257人 18.9人 142.4人 7,495人 25.1%

都道府県別12位 都道府県別9位

・65歳以上人口（a）は平成25年10月1日現在。「総務省人口推計」より　

・要介護認定者数（b）は平成26年3月末現在。「介護保険事業状況報告月報（厚生労働省）」より

・定員数（c）は平成26年3月31日現在。山梨県調査

・入所待機者数（d）は平成25年厚生労働省調査（調査時点は都道府県によって異なる）

65歳以上
人口

要介護

認定者数

特別養護老人ホーム定員数 要介護認定者の

うち

入所待機者数
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四 医療従事者の確保 
 

［現状と課題］ 
 

ア．医師確保 
 

￮  本県の平成 24 年 12 月末現在の医療施設従事医師数は 1,840 人で、人口 10 万人当

たりでは 216.0 人となり、全国平均（226.5 人）を大きく下回る。 
 

￮  医療区域別の人口 10 万対医師数では、中北区域 272.7 人、峡東区域 182.0 人、峡

南区域 110.6 人、富士･東部区域 130.7 人となっており、中北区域に集中する一方で、

峡南区域、富士･東部区域では医師数が極めて少なく地域偏在が著しい。 
 

￮  診療科別では、就業診療科と必要診療科とのミスマッチにより、人口 10 万対医師

数が全国平均を下回っている産婦人科等の医師不足感が強く、診療科間でも偏在が生

じている。  
 

￮  医師の確保については、これまで、医師総数確保のための山梨大学の医学生を対象

とした地域枠、医師修学資金制度などに取り組んでいるが、地域の医療提供体制の維

持・確保のため、地域偏在・診療科偏在の解消等に向けた取組の一層の強化が必要で

ある。 
 

￮  医療従事者の確保が困難になっている背景として、若い世代の職業意識の変化や医

療ニーズの多様化、医師の偏在等が挙げられる。特に、当直や夜勤、交替制勤務を行

う医師の勤務環境が厳しい状況に置かれていることから、県民に将来にわたり質の高

い医療サービスを提供するためには、勤務環境の改善を一層進めることにより、人材

の定着を図ることが必要である。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

中北区域   
272.7 人 

峡東区域   
182.0 人 

富士･東部区域   
130.7 人 

峡南区域   
110.6 人 

2.5 倍 2.1 倍 

医療圏別人口 10 万人あたり 

医療施設従事医師数 （平成 24 年） 

⼭梨県  216.0 人 
全 国  226.5 人 

主な診療科別医師数（平成 24 年医師･歯科医師･薬剤師調査） 

実数
（人）

実数
（人）

全国 全国

総　数 1,840 216 226.5 心臓血管外科 21 2.5 2.3

内科（一般内科） 381 44.7 48 消化器外科 46 5.4 3.7

呼吸器内科 26 3.1 4.2 泌尿器科 47 5.5 5.3

循環器内科 75 8.8 9.1 脳神経外科 56 6.6 5.5

消化器内科 82 9.6 10.3 整形外科 156 18.3 16.1

腎臓内科 17 2 2.7 眼科 87 10.2 10.1

神経内科 26 3.1 3.4 耳鼻咽喉科 63 7.4 7.1

糖尿病内科 28 3.3 3.1 産婦人科 66 7.7 8.2

皮膚科 53 6.2 6.8 産科 4 0.5 0.4

小児科 119 14 12.8 婦人科 16 1.9 1.4

精神科 84 9.9 11.6 放射線科 34 4 4.7

外科（一般外科） 98 11.5 12.6 麻酔科 52 6.1 6.4

人口10万対
（人）

山梨

診療科 診療科

人口10万対
（人）

山梨
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イ．看護職員確保 

 
￮  平成 24年 12月末現在の看護職員数は 10,068人で、人口 10万人当たりでは 1,182.1

人となり、県全域では全国平均（1,139.2 人）を上回っている。 
 
￮  しかし、平成 23 年に策定した第 7 次看護職員需給見通しでは、無床診療所や介護

保険施設等で需要を上回るものの、病院、有床診療所等では需要を満たさず、依然と

して看護職員不足が続いている。 
 
￮  医療区域別では、中北区域や峡東区域に看護職員が集中し、峡南区域や富士･東部

区域との間で、地域偏在が著しい。  
 
￮  地域における医療提供体制の維持・確保には、地域偏在の解消が急務であるほか、

今後、少子化の進展に伴い新卒看護職員の増加が見込めないことから、離職防止や潜

在看護職員の再就業支援などの確保対策の充実や、医療安全の確保を図りつつ、看護

職員の負担軽減を図る取組を進める必要がある。 
 
￮  また、新卒看護職員の卒後臨床研修の努力義務化や、医療の高度・専門化による看

護の質の向上、在宅医療の需要増加に対応した看護職員の育成・確保を進める必要が

ある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

［課題解決に向けた主な取組］ 
 

  地域医療支援センターを設置・運営し、医師の地域偏在の解消と定着を図るため、

医師のキャリア形成支援と一体的に医師不足病院の医師確保を支援する。 
 
  勤務環境が特に厳しい産科医及び助産師の勤務条件を改善することにより産科医

等の確保を図るため、産科医等に対し分娩手当を支給する医療機関を支援する。 
 
  新人看護職員に対する研修、看護職員の成長段階に合わせた専門分野別の研修、潜

在看護職員を含む有資格者の復職支援研修、多様な勤務形態等の導入や職場環境改善

に関する研修等の実施を支援する。 
 

  
    

    

中北区域   
1,204.03 人 

峡東区域   
1,261.06 人 

富士･東部区域   
716.33 人 

峡南区域   
851.33 人 

1.４倍  1.７倍 

医療圏別人口 10 万人あたり 

就業看護職員数 （平成 24 年常勤換算） 

⼭梨県  1,182.1 人 
全 国  1,139.2 人 
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  潜在看護職員の就業相談会の実施や、院内保育所運営などの離職防止対策をはじめ

とした総合的な看護職員確保対策を支援する。 
 
  病棟の効率的運営による医療従事者の負担軽減や医療提供体制の改善を図るため、

医療機器に連動したナースコールシステムや離床センサーの整備を支援する。 
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五 介護従事者の確保 
 

［現状と課題］ 
 

￮  より良い介護サービスの提供のためには、介護人材の確保と資質の向上が必要であ

るため、県ではこれまで、介護人材の養成事業や職業訓練を実施して、介護人材の確

保を図ってきた。 
 
￮  しかし、介護事業所の人手不足感は解消せず、県内の介護サービス事業所を対象と

した平成 25 年度の調査結果を見ると、事業所の 53.3%が、従業員が不足していると

回答しており、特に、訪問介護員（83.3%）、介護職員（46.2%）の不足感が高くなっ

ている（介護労働安定センター「平成 25 年度介護労働実態調査・山梨県版」）。介護

分野の有効求人倍率や離職率は、全産業中でも上位に位置しており、需要と供給のバ

ランスが取れていない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

￮  厚生労働省の推計によると、本県の介護職員数は、10,919 人（平成 24 年 10 月）

となっており、高齢化の進展等に伴って、今後も介護サービス利用者は増加し、平成

37 年（2025 年）には、本県でも現状の 1.4 倍程度の介護人材が必要となると見込ま

れている。 
 
￮  介護人材を確保するためには、人材養成や処遇改善を進めるとともに、職場環境の

改善を図り、介護サービス事業所等への定着を促進する必要がある。 
 
￮  また、介護の仕事に関する正しい理解の促進とイメージアップを図る必要がある。 
 
￮  さらに、介護が必要な高齢者の増加や認知症高齢者、在宅寝たきり高齢者の増加に

対応し、介護サービスの質を確保するため、介護従事者の資質向上を図る必要がある。 

 

(%) 

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

（
再
掲
）

（
①
＋
②
＋
③
）

全　　体 45 4.4 11.1 37.8 46.7 － 53.3

訪問介護員 18 11.1 33.3 38.9 16.7 － 83.3

サービス提供責任者 12 － － 16.7 75.0 8.3 15.7

介護職員 39 － 15.4 30.8 53.8 － 45.2

看護職員 29 － 13.8 24.1 62.1 － 37.9

生活相談員 33 － 6.1 12.1 81.8 － 18.2

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等 8 － － 25.0 75.0 － 25.0

介護支援専門員 22 － 4.5 18.2 77.3 － 22.7

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数

従業員の過不足の状況 山梨県 

出所： 平成 25 年度介護労働実態調査（介護労働安定センター） 
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［課題解決に向けた主な取組］ 

 

ア．介護人材の確保・定着の促進 
 

  介護人材等の安定的な確保を図るため、福祉人材センターを活用し、潜在的資格取

得者の掘り起こしや再就労を支援する人材確保対策事業を推進する。 
 
  質の高い介護従事者の継続的な確保及び定着を進めていくため、介護事業等の関係

機関と緊密な連携を図りつつ、介護従事者の資質の向上及び労働環境の改善等を図

る。 
 
  福祉・介護の仕事の魅力を周知するため、高校生等を対象とした講演会の開催やマ

スメディアを通じた広報を実施するとともに、福祉・介護の仕事への理解を促進する

ため、職場体験等を行う福祉の仕事セミナーの開催や福祉のしごとガイドブックを作

成し広報を推進する。 

 

イ．介護人材の資質向上の推進 
 

  訪問介護事業所のサービス提供責任者や介護保険施設等の介護職員を対象として、

介護の実践的な知識の習得や技術の向上を図るための研修を行う。 
 
  認知症介護を提供する事業所を管理する者等を対象として、認知症高齢者支援のた

めの考え方、方法、技術を習得する認知症介護実践者研修を行うことにより、介護現

場における中核的役割を担う人材の育成を図る。 
 
  要介護者等の自立支援に資する適切なケアマネジメントの実現のため、介護支援専

門員等を対象として体系的な研修を実施することにより、利用者本位、自立支援、公

正中立等の理念を徹底し、その専門性の向上を図る。 
 
  特別養護老人ホーム等の介護従事者等に、たんの吸引・経管栄養等の医行為１につ

いて、国が定める一定の研修を実施することにより、医療的ケアのニーズに対応可能

な人材の確保とサービスの質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 12 - 
 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

山梨県における医療介護総合確保区域については、中北地域、峡東地域、峡南地域、富 

士･東部地域を区域とする。 
 

☑ 二次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□ 二次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域名 
面積 
(㎢) 

人口 
(人、H22) 

人口密度 
（人／㎢） 

高齢化率 
(H26) 

構成市町村 

中北区域 
1,335.99 
(29.9%) 

473,854 
(54.9%) 

354.7 25.3% 
甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、北杜市、
中央市、昭和町 

峡東区域 
755.80 

(16.9%) 
141,288 
(16.4%) 

186.9 28.1% 山梨市、笛吹市、甲州市 

峡南区域 
1,059.54 
(23.8%) 

58,137 
(6.7%) 

54.9 35.1% 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 

富士･東部区域 
1,309.34 
(29.4%) 

189,796 
(22.0%) 

144.9 26.2% 
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖
町、小菅村、丹波山村 

 

 

中北区域 

峡東区域 

富士・東部区域 

峡南区域 
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 (3) 計画の目標の設定等 

 

■山梨県全体 

 

１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に向け

た在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の

確保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げてい

る目標の達成を目指すものとする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 25 年度～平成 29 年度） 

※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 27 年度～平成 29 年度） 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 
地域医療構想策定前の現時点においても不足が明らかな、回復期機能や在宅患者の急

変時の受入機能の強化を図るとともに、精神科長期入院患者の地域移行等に向けた病床

の機能分化を推進する。 

 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 
 

 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定する。 

 かかりつけ医の定着率  58.7％（H24）→ 65％（H29） 

 精神疾患の退院率  22％（H23）→ 27％（H29） 

 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

や訪問看護支援センターの設置等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 

 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 
 

 訪問診療を受けた患者数 （6 カ月） 

 13,008 人（H22）→ 14,311 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6 カ月） 

3,429 人（H22）→ 3,773 人（H29） 
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 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

 25 施設（H20）→ 30 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

 34 施設（H23）→ 39 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 183 人（H21）→ 203 人（H29） 

 
 

③ 介護施設等の整備に関する目標 
 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 6 期介護保険事業支援計画等において予定

している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】  
 

 地域密着型介護老人福祉施設  1,139 床（41 カ所） → 1,197 床（43 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム  957 床（68 カ所） → 975 床（69 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所 579 人／月分（24 カ所） 

→ 608 人／月分（25 カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 6 カ所 

 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
 
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 

 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 
 

 医師数 1,887 人（H22）→ 2,130 人（H29） 

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7 人（H22）→ 9,634.2 人（H29） 

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22）→ 74.8％（H29） 

 ナースセンター事業再就業者数 566 人（H22）→ 575 人（H29） 

 病院看護職員離職率 8.7％（H22）→ 8％（H29） 

 MFICU 病床数（診療報酬対象） 6 床（H24）→ 6 床（H29） 

 NICU 病床数（診療報酬対象） 27 床（H24）→ 27 床（H29） 

 
 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
 
県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護のイ

メージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にター

ゲットを絞った対策を進める。さらに、介護職場の処遇改善のためモデル給与規程を作

成し普及を進めるとともに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援などを行



- 15 - 
 

い、介護職員の定着を進める。 

 

【定量的な目標値】  
 

 平成 37 年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に 

向けた取組  上記対象事業の実施等により 327 人の供給改善を図る。 

 
 

２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
  

  

 

■中北区域 

 

１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患

者が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 

  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 

平成 27 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組

むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定する。 

 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 

 訪問診療を受けた患者数 （6 カ月） 

 7,464 人（H22）→ 8,211 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6 カ月） 

 1,900 人（H22）→ 2,090 人（H29） 
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 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

 13 施設（H20）→ 15 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

 14 施設（H23）→ 16 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 96 人（H21）→ 106 人（H29） 

 
 
２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

  

 

■峡東区域 

 

１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテー

ションを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者

が多い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 

区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制

の構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 

平成 27 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組

むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定する。 

 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 

 訪問診療を受けた患者数 （6 カ月） 

 2,977 人（H22）→ 3,275 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6 カ月） 

 527 人（H22）→ 580 人（H29） 
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 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

 4 施設（H20）→ 5 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

 10 施設（H23）→ 11 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 36 人（H21）→ 40 人（H29） 

 
 
２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

  

 

■峡南区域 

 

１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高

い地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、

在宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 

平成 27 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組

むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 
 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定する。 

 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 

 訪問診療を受けた患者数 （6 カ月） 

 716 人（H22）→ 788 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6 カ月） 

 349 人（H22）→ 384 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

 0 施設（H20）→ 1 施設（H29） 
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 在宅療養支援歯科診療所数 

 2 施設（H23）→ 3 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 27 人（H21）→ 30 人（H29） 

 
 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  85 床（3 カ所） →  114 床（4 カ所） 

 
 

２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
 

 

 

■富士・東部区域 

 

１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格

差が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程

度離れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性

が高いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題と

なっている。 

平成 27 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組

むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すもの

とする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 

 平成 37 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定する。 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）※医療圏ごとに設定している目標値のみ記載 
 

 訪問診療を受けた患者数 （6 カ月） 

 1,851 人（H22）→ 2,037 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6 カ月） 

 653 人（H22）→ 719 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

 8 施設（H20）→ 9 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

 8 施設（H23）→ 9 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 24 人（H21）→ 27 人（H29） 

 
 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設   271 床（10 カ所） → 300 床（11 カ所） 

 認知症対応型共同生活事業所   117 床（9 カ所）→ 135 床（10 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所  111 人／月分（5 カ所） 

→ fi140 人／月分（6 カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  1 カ所 → 2 カ所 

 
 

２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
 

 

 

(4) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり 

  



- 20 - 
 

２．事業の評価方法 
 

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

【医療分野】 

￮ 平成 26 年 12 月 24 日    県関係各課に協力依頼 

￮ 平成 26 年 12 月 26 日     県医師会、県民間病院協会、県官公立病院等協議会、県歯科医師                       

会、県看護協会、県薬剤師会に協力依頼 

￮ 平成 27 年 1 月 7日    県医師会、各地区医師会、県民間病院協会、県官公立病院等協議 

            会、県精神科病院協会、県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師会、 

各医療機関、各市町村、県関係各課に対して事業提案募集通知を 

発出（県ホームページにも、事業提案の募集について掲載） 

￮ 平成 27 年 2 月 2日以降  提案内容について、提案団体等と個別協議（随時） 

￮ 平成 27 年 2 月 9日    提案内容について、県医師会と意見交換 

￮ 平成 27 年 2 月 10 日    優良提案内容について、各医療機関に意向調査を実施 

￮ 平成 27 年 2 月 10 日以降  事業計画案について、医療関係団体や医療機関と個別協議 

￮ 平成 27 年 5 月 15 日    事業計画案について、県医師会と意見交換 

￮ 平成 27 年 5 月 18 日    事業計画案について、県歯科医師会と意見交換 

￮ 平成 27 年 5 月 22 日      事業計画案について、県医師会及び県看護協会と意見交換 

￮ 平成 27 年 5 月 26 日     山梨県医療審議会開催（事業計画案について審議） 

 

【介護分野】 

￮ 平成 26 年 7 月 8日       山梨県地域包括ケア推進協議会開催（第 6期介護保険事業支援 

                 計画に関する協議の中で、関係団体等から意見聴取） 

￮ 平成 26 年 9 月 1日～30 日  第 6 期介護保険事業計画に関する市町村ヒアリング実施 

             （介護施設整備等に関する考え方を聴取） 

￮ 平成 26 年 10 月 16 日   山梨県地域包括ケア推進協議会開催（第 6 期介護保険事業支援 

                 計画に関する協議の中で、関係団体等から意見聴取） 

￮ 平成 26 年 12 月 24 日   山梨県地域包括ケア推進協議会開催（第 6 期介護保険事業支援 

                 計画に関する協議の中で、関係団体等から意見聴取） 

￮ 平成 27 年 1 月 19 日    県関係各課に協力依頼 

￮ 平成 27 年 1 月 28 日    県老人福祉施設協議会と意見交換 

￮ 平成 27 年 2 月 4日・9日  市町村の意向照会（国庫補助事業からの移行分） 

￮ 平成 27 年 2 月 16 日    市町村の意向照会（上記を含む全般） 

￮ 平成 27 年 3 月 17 日    山梨県地域包括ケア推進協議会開催（関係団体等から意見聴取） 

￮ 平成 28 年 1 月 20 日    山梨県地域包括ケア推進協議会開催（関係団体等から意見聴取） 

￮ 平成 28 年 1 月 27 日    県老人福祉施設協議会と意見交換 
 

(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、山梨県医療審議会、山梨県地域包括ケア推進協議会あ

るいは個別分野に関して設置されている協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要

に応じて見直しを行う。 
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３．計画に基づき実施する事業 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

事業名 【No.1】 
医療機能分化連携推進事業 

【総事業費】 

929,281 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の目標 アウトプット：医療機能分化・連携のための設備整備 年間 4 箇所 

アウトカム ：医療機能別病床数の適正化に向けた基盤構築 

（具体的な数値目標は、地域医療構想の策定を受けて設定） 

事業の期間 平成 28 年 1 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

事業の内容 ・病床の機能分化・連携体制の構築に向け、在宅復帰を推進する回復期

機能等の充実・強化を図るため、病院、診療所が行う設備整備等に対

して助成を行う。 

（回復期リハビリテーション機能の強化、急性期を経過した患者の受

入機能の強化、在宅患者の急変時における受入機能の強化及び地域医

療連携体制の強化に必要な設備整備等） 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 929,281 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 97,461 (千円) 

基金 国 246,577 (千円) 

都道

府県 

123,289 (千円) 民 149,116 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 

計 369,866 (千円) 

その他 559,415 (千円) 

備考（注３） H27 年度：45,672 千円、H28 年度：26,023 千円、 

H29 年度：21,553 千円、H30 年度：6,455 千円、 

R 元年度：5,772 千円、R2 年度：604 千円、R3 年度：53,637 千円、 

R4 年度：71,260 千円、R5：60,633 千円、R6：78,257 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

事業名 【No.2】 
精神科地域移行転換促進施設整備事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の目標 アウトプット： 既存療養型病床の削減及び急性期対応型病床の整備 

アウトカム ： 精神疾患の退院率 22％（H23）→ 27％以上 

 

事業の期間 平成 28 年 3 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日  

事業の内容 ・長期入院精神障害者の地域移行を進めるとともに、精神病床の機能分

化を進め、新たに入院する急性期の精神障害者が早期に退院できるよ

う、手厚く密度の高い医療の提供体制を確保する必要があることから、

精神科病院の病床機能転換事業に対して助成を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 0 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 0 (千円) 

都道

府県 

0 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 計 0 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３） H27･28・29 年度：0 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

事業名 【No.３】 
民間医療機関医療情報連携推進事業 

【総事業費】 

37,500 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

  

 

事業の実施

主体 

民間医療機関 

事業の目標 アウトプット：患者データの共有化を推進する民間医療機関数 

 3 医療機関増 

アウトカム ：診療の効率化、医療機関間の連携促進 

 

事業の期間 平成 28 年 1 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・効率的かつ質の高い地域医療連携体制の構築に向け、医療機関間で標

準規格に基づいた紹介患者の情報共有が推進・普及されるよう、民間

医療機関を対象に、地域医療ネットワークの基盤となる患者情報シス

テムの整備事業に対して助成を行う。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 37,500 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 8,333(千円) 

都道

府県 

4,167(千円) 民 8,333 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 12,500(千円) 

その他 25,000 (千円) 

備考（注３） H27 年度：0 千円、H28 年度：12,500 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4】 
在宅医療推進協議会設置事業 

【総事業費】 

547 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体、中北、峡東、峡南、富士･東部 

事業の実施

主体 

山梨県医師会、地区医師会（10 地域） 

事業の目標 アウトプット：全県及び４区域での在宅医療推進協議会の開催 

アウトカム ：在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計 

        30 施設(H23) → 30 施設以上(H29) 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・在宅医療に関する課題解決に向けた取組を推進するため、県医師会及

び地区医師会に在宅医療に取り組む医師及び多職種からなる協議会を

設置し、地域及び全県における在宅医療の課題検討を行うとともに、

研修会等を開催する。 

 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費  547 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 365 (千円) 

都道

府県 

182 (千円) 民 365 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

 0 (千円) 
計  547 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5】 
在宅医療人材育成事業 

【総事業費】 

931 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

中北 

事業の実施

主体 

甲府市医師会 

事業の目標 アウトプット：甲府市医師会における在宅医療推進に向けた検討会、研

修会の開催（検討会 5 回、研修会 3 回） 

アウトカム ：在宅医療提供体制の強化 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・在宅医療に取り組む医師の増加とともに、多職種協働により在宅医療 

を行う人材を育成するため、在宅医療関係者の多職種連携研修や各専 

門職の質の向上に資する研修の実施を支援する。 

（高齢者が安心して在宅で療養できるよう、認知症疾患に関する研修

会等を開催） 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 931 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 621 (千円) 

都道

府県 

310 (千円) 民 621 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 931 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6】 
訪問看護推進事業 

【総事業費】 

3,218 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県、山梨県看護協会、NPO 法人山梨県ホスピス協会 

 

事業の目標 アウトプット：訪問看護推進協議会の開催回数（2 回） 

訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師相互研修の実施日数 

（5 日間） 

訪問看護管理者研修の開催回数（2 回） 

在宅ターミナルケア普及事業  

講演会の開催（1 回）、パンフレット作成配布（1 回） 

アウトカム ：在宅医療推進に向けた看護職員の確保及び看護の質の向

上 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・県内の在宅医療の推進を図るため、医療機関･訪問看護ステーション･ 

居宅介護支援事業所、市町村、保健所等で構成する訪問看護推進協議

会で、訪問看護に関する課題や対策等を協議する。 

・県民や看護職、支援関係者を対象に、在宅医療の推進に不可欠な訪問

看護の充実を図るため、研修・普及啓発等を実施する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 3,218(千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 1,376 (千円) 

基金 国 2,145(千円) 

都道

府県 

1,073(千円) 民 769 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

769 (千円) 
計 3,218(千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３） H27：714 千円、R2：404 千円、R3：833 千円、R4：1,267 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7】 
訪問看護推進拠点事業 

【総事業費】 

11,447 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の目標 アウトプット：訪問看護センターの設置・運営（1 カ所） 

訪問看護を活用した在宅療養を推進するための県民への普及啓発の実施 

普及啓発講演会の開催（1 回） 

新人訪問看護師養成研修（訪問看護ステーション 5 カ所）  

アウトカム：在宅医療推進に向けた看護職員の確保及び看護の質の向上 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・訪問看護師の確保･定着を図るとともに、訪問看護を安定的に提供する 

ため、訪問看護ステーション間の相互補完体制となる拠点機能設置と

新人訪問看護師等養成研修、訪問看護の普及啓発のための研修会等を

行い、在宅医療の推進を図る。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 11,447 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 7,631 (千円) 

都道

府県 

3,816 (千円) 民 7,631 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

7,631 (千円) 
計 11,447 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.８】 
退院支援マネジメント養成研修事業 

【総事業費】 

3,088 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体、中北、峡東、峡南、富士･東部 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の目標 アウトプット：退院支援マネジメント養成検討会議の実施回数（12 回） 

退院支援マネジメント普及啓発研修の開催回数（7 回） 

アウトカム ：在宅医療推進に向けた看護職員の看護の質の向上 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・入院から在宅への移行期において適切な退院支援を確保するため、退

院支援マネジメントを実践できる人材養成と普及のための研修会を開

催する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 3,088 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 2,059 (千円) 

都道

府県 

1,029 (千円) 民 2,059 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

2,059 (千円) 
計 3,088 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.9】 
在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費】 

6,678 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県歯科医師会委託） 

事業の目標 アウトプット：在宅歯科医療連携室の設置・運営 1 箇所 

アウトカム ：県内における在宅歯科医療提供体制の強化 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・在宅歯科医療の推進や在宅における医科・歯科・介護の多職種連携を 

 推進するため、在宅歯科医療連携室を設置する。 

・歯科医療連携室では、①医科・介護等との連携・調整、②在宅歯科医 

 療希望者への歯科医師紹介、③在宅歯科医療機器の購入・貸出等を行 

 うとともに、住民や医科、介護関係者等からなる推進協議会等を設け、 

 事業の評価・検討を定期的に行い業務の効率化を図る。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 6,678 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 4,452 (千円) 

都道

府県 

2,226 (千円) 民 4,452 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

4,452 (千円) 
計 6,678 (千円) 

その他 0(千円) 

備考（注３） H27：3,102 千円 R2：3,576 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.10】 
在宅歯科医療人材育成事業 

【総事業費】 

1,277 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県歯科医師会 

事業の目標 アウトプット：在宅歯科医療推進に向けた研修会の開催 7 回 

アウトカム ：在宅療養支援歯科診療所の数 

        35 施設(H26)  → 39 施設(H29) 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・在宅歯科医療人材の育成を図るため、歯科医療が必要な高齢者に対す

る医科やリハビリの分野での視点等を学び広い視野で患者を診るグル

ープワークを中心とした研修事業、在宅がん患者口腔ケア研修事業、

医科・歯科連携のための研修事業の開催を支援する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 1,277 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 851 (千円) 

都道

府県 

426 (千円) 民 851 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 1,277 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11】 
在宅療養拠点薬局整備事業 

【総事業費】 

488 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県薬剤師会 

事業の目標 アウトプット：無菌調剤の技術習得や在宅医療に関する講習会の開催  

       年間１回 

アウトカム ：在宅医療提供体制の構築 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・在宅療養者が住み慣れた地域で安心して医療・介護が受けられる体制

の構築に向けて、在宅医療・介護に取り組む薬局・薬剤師の養成や、

地域の拠点薬局に整備した無菌調剤設備による製剤方法等の技術向上

のための研修事業の開催を支援する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 488 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 325 (千円) 

都道

府県 

163 (千円) 民 325 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 488 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３） H27 年度：488 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12】 
在宅医療チーム形成事業 

【総事業費】 

917 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

在宅医療チーム 

事業の目標 アウトプット：在宅医療チームが行うグループ活動 5 グループ 

アウトカム ： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数   

140 施設（H27）→154 施設（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

                50 施設（H27）→ 56 施設（R2） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

本県では、訪問診療を実施する医療機関の数や、在宅療養支援診療所届出数

が全国平均を下回っているため、在宅医療を実施する医師の増加や、関係職種

の連携を促進するための医師を中心とした在宅医療の推進に向けた取り組みに

支援する必要がある。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

在宅医療の参入や提供体制強化に必要となる連携体制を強化することによ

り、在宅医療に取り組む医療機関数の増加を図る。 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

事業の内容 在宅医療を実施する医療機関等が中心となって形成される在宅医療チームが行 

うグループ活動（会合、勉強会、研修会、先進地視察等）に対して支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 917 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 611 (千円) 

都道

府県 

306 (千円) 民 611 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 917 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.13】 
在宅医療広域連携等推進事業 

【総事業費】 

1,110 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県 

事業の目標 アウトプット：連携会議の開催 4 圏域×3 回 

アウトカム ： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数   

140 施設（H27）→154 施設（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

                50 施設（H27）→ 56 施設（R2） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

高齢化の進展を見据え、在宅医療需要の高まりに対応するためには、訪問診

療実施医療機関の増加等在宅医療提供体制の強化が必要である。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

連携会議を開催し成果を意識した取り組みを推進することにより、訪問診療

や在宅看取りを行う医療機関の増加を図る。 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

事業の内容 県内各保健福祉事務所において在宅医療の多職種関係者の連携会議を開催す 

る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 1,110 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 740 (千円) 

基金 国 740 (千円) 

都道

府県 

370 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 1,110 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３） H31：258 千円 R3：183 千円 R4：669 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.14】 
在宅歯科医療人材育成事業 

【総事業費】 

774 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県歯科医師会 

事業の目標 アウトプット：在宅歯科医療推進に向けた研修会の開催（4 回・参加 400 人）

アウトカム ：在宅療養支援歯科診療所の数 

                    45 施設(H28)  → 51 施設(R2) 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

高齢化の進展を見据え、高齢者の口腔ケア等在宅歯科医療需要の高まりに対

応するためには、在宅療養支援歯科診療所の増加等在宅医療提供体制の強化が

必要である。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

在宅歯科医療推進に向けた研修会を通じ、在宅歯科医療人材の育成すること

で、在宅療養支援歯科診療所数の増加を図る。 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

事業の内容 歯科医療従事者等を対象に、高齢者の食支援（摂食嚥下）、五疾病に対応した

医科歯科連携等の研修事業の実施を支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 774 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 516 (千円) 

都道

府県 

258 (千円) 民 516 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 774 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.15】 
在宅医療実施意向調査事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県 

事業の目標 アウトプット：在宅医療の実施意向にかかる実態調査の実施（1 回） 

アウトカム ： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数  

 140 施設（H27）→154 施設（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

                50 施設（H27）→ 56 施設（R2） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

在宅医療の取組状況については既存の統計調査等を活用して把握している

が、医療関係者の当事者意識を喚起し、個別の地域の議論に繋げるためには、

市町村を単位とし将来人口を見据えた上で、医療機関ごとの訪問診療実施可能

件数や訪問診療への参入意向を把握することが必要である。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

医療機関ごとの訪問診療実施可能件数や訪問診療への参入意向を把握するこ

とにより、必要となる施策を検討するための基礎資料とする。 

事業の期間 令和元年 10 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

事業の内容 県内の在宅医療の実態を把握するため、医療機関を対象とした調査・分析を行

う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 0 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 0 (千円) 

都道

府県 

0 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 0 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.16】 
オーラルケアリーダー養成事業 

【総事業費】 

134 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県歯科衛生士会委託） 

事業の目標 アウトプット：研修会の実施 年１回（2 日間）、受講者数 38 名 

アウトカム ：研修修了者による市町村支援（派遣等）件数 

             0 市町村（H29）→ 13 市町村（R2） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

高齢者の健康課題の中でオーラルケアの重要性が増しており、歯科衛生士が

地域包括ケアシステムにおいて担う役割も大きくなっているが、在宅において

適切な口腔機能管理を行い、多職種と連携しながら生活上の課題をアセスメン

トできる人材が不足している。地域包括ケアシステムに対応していくため、歯

科衛生士のスキルの底上げを図る必要がある。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

オーラルケアリーダーを養成することにより、地域包括ケアシステムの更な

る推進が図られる。 

事業の期間 令和元年 10 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

事業の内容 地域包括ケアシステムに対応できるリーダー的役割を担う歯科衛生士を育成す

るための研修会を開催する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 134 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 89 (千円) 

都道

府県 

45 (千円) 民 89 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

89 (千円) 
計 134 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.17】 
在宅医療推進のための移動型調剤車両整備事業 

【総事業費】 

13,450 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県薬剤師会 

事業の目標 アウトプット：移動型調剤車両の整備：１台 

アウトカム ：訪問薬剤管理指導を実施している事業所数 

                            83 施設（H27）→92 施設（R2） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

今後、在宅患者の増加が見込まれることから、在宅医療に取り組む薬局の増

加が必要である。しかし、地理的・時間的制約により、十分な研修を確保する

ことが困難な状況となっている。そのため、在宅医療に取り組む薬局を増やし

ていくには、各地域で無菌調剤技術の習得と多職種との連携が必要となってい

る。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

移動型調剤車両を整備することにより、薬剤師の無菌製剤の調剤技術の習得

及び向上を図るとともに、地域包括ケアシステムの構築に係る多職種連携の強

化を図ることで、在宅医療に取り組む薬局数の増加につなげる。 

事業の期間 令和元年 10 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

事業の内容 移動型調剤車両を利用し、県内各地において薬剤師の無菌調剤技術の修得のた

めの技術研修を実施するとともに、在宅医療に携わる多職種（看護師、ｹｱﾏﾈｰｼﾞ

ｬｰ、介護士等）の方に無菌調剤作業を実際に見てもらう等、薬剤師の果たすべ

き役割に対する理解を促す。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 13,450 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 4,480 (千円) 

都道

府県 

2,240 (千円) 民 4,480 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 6,720 (千円) 

その他 6,730 (千円) 

備考（注３） R 元年度：6,720 千円、R2 年度：0 千円（繰越） 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.18】 
難治性精神疾患地域連携体制整備事業 

【総事業費】 

323 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立北病院 

事業の目標 アウトプット：研修会の開催：2 回／年、連携会議の開催：10 回／年 

アウトカム ： 

【精神科病院における退院率】（H26）⇒（R2） 

3 ヶ月時点 ：72％ ⇒ 72％超 

6 ヶ月時点 ：85％ ⇒ 85％超 

12 ヶ月時点：93％ ⇒ 93％超 

【精神科病院における入院患者数】（H26）⇒（R2） 

2,047 人 ⇒ 1,822 人 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

精神病床に入院している難治性の精神疾患を有する患者については、専門的

な治療（クロザピンや mECT）により地域生活へ移行できる例は少なくないが、

県内では副作用を治療する血液内科や麻酔科等を有する医療機関とのネットワ

ークが不十分であることから専門的治療が提供できていない。 

このため、医療機関間の連携体制を構築し、専門的な治療を可能とするための

環境整備が必要である。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

難治性の精神疾患の専門的な治療が提供されることで、入院患者の早期退院

及び長期入院患者の地域生活が促進されることにより、退院率の向上及び入院

患者数の減少が見込まれる。 

事業の期間 令和元年 10 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 

事業の内容 長期入院患者の地域生活への移行を促進するため、難治性の精神疾患の専門的

な治療を行うための医療機関のネットワークの構築や、地域における連携体制

の整備に関する研修会や連携会議を開催する取り組みに支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 323(千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公 216 (千円) 

基金 国 216(千円) 

都道

府県 

107(千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 計 323(千円) 
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その他 0 (千円) （注１） 

 

0 (千円) 

備考（注３） R 元年度：193 千円、R3 年度：130 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.19】 
山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 

417,675 千円 

事業の対象
となる医療
介護総合確
保区域 

峡南、富士・東部 

事業の実施
主体 社会福祉法人等 

事業の目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備等を

支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進

する。 

・地域密着型介護老人福祉施設 1,139 床（41 カ所） → 1,197 床（43 カ所） 

・認知症高齢者グループホーム 957 床（68 カ所） → 975 床（69 カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 579 人／月分（24 カ所） 

→ 608 人／月分（25 カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 6 カ所 

事業の期間 
平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

事業の内容 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム          58 床（2 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム            18 床（1 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所          29 人／月分（１カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   1 カ所 
 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム         118 床（4 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム            18 床（1 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所          9 人／宿泊（１カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  1 カ所 
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事業に要す

る費用の額 
事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

317,330 

(千円) 

211,553 

(千円) 

105,777 

(千円) 

－ 

②施設等の開設・設

置に必要な準備経費 

(千円) 

100,345 

(千円) 

66,897 

(千円) 

33,448 

(千円) 

－ 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

  417,675 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

278,450 
民 (千円) 

278,450 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

139,225 

 

うち受託事業等 

 

（再掲） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

417,675 

その他（Ｃ） 
(千円) 

－   

備備（注５） H27 年度基金所要額（国費）： 94,559 千円（基金 141,839 千円） 

H28 年度基金所要額（国費）： 28,785 千円（基金 43,178 千円） 

H29 年度基金所要額（国費）：151,325 千円（基金 226,988 千円） 

H30 年度基金所要見込額（国費）：1,890 千円（基金 2,835 千円） 

H31 年度基金所要見込額（国費）：1,890 千円（基金 2,835 千円） 
 

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当 

   額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載 

   すること。また、平成２７年度補正分から充当している国費は、明確に記載すること。 
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H27 補正

分（地域

介護対策

支援臨時

特例交付

金）での

基金造成

額 

事業内容 

基金（地域介護対策支援臨時特例交付金分） 

国 
（Ａ） 

都道府県
（Ｂ） 

合計 

（Ａ＋Ｂ） 

H27 年度事業

への充当額 

（Ｃ） 

残額 

（Ｄ） 

①地域密着型サ

ービス施設等の

整備（注１） 

(千円) 

908,129 
(千円) 

454,064 
(千円) 

1,362,193 
(千円) 

0 
(千円) 

1,362,193 

②施設等の開

設・設置に必要

な準備経費 

(千円) 

159,047 

(千円) 

79,524 

(千円) 

238,571 

(千円) 

0 

(千円) 

238,571 

③介護保険施設

等の整備に必要

な定期借地権設

定のための一時

金 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

金額合計 

 

(千円) 

1,067,176 
(千円) 

533,588 
(千円) 

1,600,764 

  (千円) 

         0 
(千円) 

1,600,764 

（注１）「介護施設等の合築等」及び「空き家を活用した整備」を含む。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20】 
地域医療支援センター運営事業 

【総事業費】 

19,421 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨大学委託） 

事業の目標 アウトプット：地域医療支援センターの運営 

       ・地域枠医学生等への面談者数    28 人 

  ・地域医療機関への斡旋等医師数   2 人 

       ・臨床研修指導医講習会の開催    1 回 

       ・若手医師医療技術向上研修会の開催 1 回 

アウトカム ：医師の地域偏在の解消と定着を図る 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・医師の地域偏在の解消と定着を図るため、医師のキャリア形成支援と

一体的に医師不足病院の医師確保を支援する。 

・県内の医師不足状況の把握分析を進めるとともに、若手医師を地域の 

医療機関に誘導するため、地域枠医学生等に対する面談等の実施、中

核病院、地域医療機関を循環しながらスキルアップする後期研修プロ

グラムを作成・実施する。 

・また、地域の医療機関における研修体制を整備するため、臨床研修指

導医講習会を開催するとともに、若手医師を対象とした講習会を実施

する。 
 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 19,421(千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 12,947 (千円) 

基金 国 12,947(千円) 

都道

府県 

6,474(千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 19,421 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21】 
医学生定着促進事業 

【総事業費】 

606 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨大学 

事業の目標 アウトプット：地域枠医学生の地域医療機関への体験実習 175 人 

アウトカム ：体験実習を受けた医学生の地域医療への意識付けを図る 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・医師の地域偏在の解消に向け、医学生の地域医療への意識付けを図る

ため、山梨大学地域枠医学生を対象に、地域の医療機関を活用した継

続的な体験実習の実施を支援する。 

・地域の医療機関を、医学生を医師として育てるための「里親」と位置

付け、山梨大学地域枠医学生を対象に、それぞれ地域の医療機関（里

親病院）を割当て、1 年次～6 年次まで継続して、割当医療機関で病院

実習や勉強会等に参加させることで、地域医療及び地域の医療機関へ

の意識付けを図る。平成 27 年度は、1 年次～5 年次までの 175 人を対

象に実習を実施する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 606 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 404 (千円) 

基金 国 404 (千円) 

都道

府県 

202 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 606 (千円) 

その他 0(千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22】 
産科医等分娩手当支給事業 

【総事業費】 

73,904 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

分娩取扱医療機関 

 

事業の目標 アウトプット：医療機関１７施設への手当支給 

アウトカム ：産科医等の処遇を改善、定着を図る 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・勤務環境が特に厳しい産科医及び助産師の勤務条件を改善することに 

より産科医等の確保を図るため、産科医等に対し分娩手当を支給する 

医療機関を支援する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費  73,904 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 12,591(千円) 

基金 国  24,194 (千円) 

都道

府県 

12,097 (千円) 民 11,603 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 36,291 (千円) 

その他 37,613 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23】 
NICU 入室児担当手当支給事業 

【総事業費】 

920 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

新生児担当手当を支給する医療機関 

事業の目標 アウトプット：医療機関１施設への手当支給 

アウトカム ：新生児担当医の処遇を改善、定着を図る 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・勤務環境が特に厳しい新生児医療担当医の勤務条件を改善することに 

より新生児医療担当医師の確保を図るため、新生児医療担当医に対し 

手当を支給する医療機関を支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 920 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 204 (千円) 

基金 国 204 (千円) 

都道

府県 

102 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 306 (千円) 

その他 614 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24】 
産科医確保臨床研修支援事業 

【総事業費】 

8,800 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨大学 

事業の目標 アウトプット：後期研修医確保に向けた研修プログラム等への支援 

アウトカム ：後期研修医２人確保 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・地域で安心してお産ができる体制の整備に向け、産科医を育成・確保 

するため、県内統一の産科後期研修プログラムの運営及び研修医の募 

集を支援する。 

・研修プログラムの運営に当たっては、若手医師の高度専門医療への志

向に対応し、ハイリスク分娩等の高度な医療技術の修得ができるよう、

他大学への短期派遣研修をプログラムに位置付けるとともに、産科医

療技術を学ぶ講習会等を開催するなど若手医師の向上心等に訴求した

研修医募集活動を行い、更なる産科医の育成・確保を図る。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 8,800 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 5,867 (千円) 

基金 国 5,867 (千円) 

都道

府県 

2,933 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 8,800 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No. 25】 
小児救急医療体制確保事業（小児救急医療体制整備事業） 

【総事業費】 

45,907 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県小児救急医療事業推進委員会 

事業の目標 アウトプット： 小児二次救急輪番体制の維持確保 

参加病院数（現状７病院 → 目標 ７病院） 

アウトカム ： 小児救急医の負担軽減、小児医療救急体制の充実 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・小児救急医の負担を軽減するため、小児科を標榜する病院等が輪番制

により小児患者を受け入れることにより、休日・夜間の小児救急体制

を整備するために必要な医療従事者確保に要する経費等を支援する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 45,907 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 20,403 (千円) 

基金 国 20,403 (千円) 

都道

府県 

10,201 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 30,604 (千円) 

その他 15,303 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26】 
小児救急医療体制確保事業（小児救急電話相談事業） 

【総事業費】 

21,029 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（甲府市医師会委託） 

事業の目標 アウトプット： 継続的な小児救急電話相談の実施 

（現状 年間３６５日 → 目標 年間３６５日） 

アウトカム ： 小児救急医の負担軽減、小児医療救急体制の充実 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・地域における小児救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進し、

県内どこでも患者の病状に応じた適切な医療が受けられるようにする

とともに、休日・夜間等における不要・不急の受診の抑制を図ること

により小児救急医の負担軽減を図るため、小児患者の保護者等向けの

専門の看護師による電話相談体制を整備する。 

 ［電話相談受付時間］  毎日 ：午後 7 時～翌朝 7 時 

             土曜日：午後 3 時～翌朝 7 時  

             休日 ：午前 9 時～翌朝 7 時 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 21,029 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 14,019 (千円) 

都道

府県 

7,010 (千円) 民 14,019 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

14,019 (千円) 
計 21,029 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27】 
救急搬送受入支援事業 

【総事業費】 

64,091 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

最終受入医療機関 

事業の目標 アウトプット：最終受入医療機関の維持確保 

（現状 ６施設 → 目標 ６施設） 

アウトカム ：救急勤務医の負担軽減（救急患者受入要請回数の改善）、

救急医療体制の充実 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・患者の重症度や疾患に応じた適切な救急搬送を行うことにより、救急 

勤務医の負担軽減を図るため、患者の状況等に応じた搬送医療機関へ 

の搬送のルール化、最終受入医療機関の継続的な確保など、救急患者

の受入体制を整備する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 64,091 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 9,030 (千円) 

基金 国 13,345 (千円) 

都道

府県 

6,673 (千円) 民 4,315 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 20,018 (千円) 

その他 44,073 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28】 
二次救急医療体制確保事業 

【総事業費】 

2,998 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県立大学委託） 

事業の目標 アウトプット： トリアージナース初期研修会の実施回数（年間３回） 

アウトカム ： 二次救急医療に対応できる看護師の安定的確保 

        

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容  県内の二次救急病院に勤務する看護職員を対象に初期研修を実施し、

トリアージナースの育成を図る。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 2,998 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 1,999 (千円) 

基金 国 1,999 (千円) 

都道

府県 

999 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 2,998 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３） H27 年度：1,079 千円、H28 年度：960 千円、H29 年度：959 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29】 
災害医療従事者確保養成事業 

【総事業費】 

432 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県医師会 

事業の目標 アウトプット：災害医療に関わる多職種による会議の開催（年 2 回以上）、 

JMAT としての活動を希望する医療従事者を対象とした

研修会の開催（年 1 回以上） 

アウトカム ：災害医療体制の強化 

 

事業の期間 平成 28 年 1 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・地域の救急・災害医療の提供体制確保のため、災害時等に対応できる

医療従事者を計画的に養成する研修等の実施を支援する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 432 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 288 (千円) 

都道

府県 

144 (千円) 民 288 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 432 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３） H27 年度：0 千円、H28 年度：196 千円、H29 年度：236 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30】 
新人看護職員研修事業 

【総事業費】 

24,758 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県立大学、山梨県看護協会委託）、各医療機関 

事業の目標 アウトプット：看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止を図

るために実施した各研修の実施回数 

・多施設合同研修の実施      （7 日間） 

・実地指導者研修の実施      （6 日間） 

・新人看護職員卒後研修の実施   （16 病院） 

・新人看護師指導担当者研修の実施 （3 日間） 
 
アウトカム ：新人看護職員の臨床実践能力の獲得、看護の質の向上及

び早期離職防止 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

事業の内容 ・看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、自施 

設での新人看護職員に対する臨床研修実施への支援を行うとともに、

自施設では研修を完結できない小規模病院に対する新人看護職員を対

象とした合同研修を実施する。さらに、実地指導者、新人看護師指導

担当者等への研修の実施により、適切な研修実施体制を確保する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 24,758 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 4,789 (千円) 

基金 国 7,372 (千円) 

都道

府県 

3,686 (千円) 民 2,583 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

291  (千円) 

計 11,058 (千円) 

その他 13,700 (千円) 

備考（注３）  
 
（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31】 
看護職員資質向上推進事業 

【総事業費】 

9,507 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県、山梨県看護協会、山梨県立大学 

事業の目標 アウトプット：看護職員の資質向上を図るために実施した各研修の実施

回数 

・看護職員専門分野研修の実施（認知症看護・緩和ケア 7 ヶ月間） 

・看護職員実務研修の実施        （3～5 日間） 

・潜在看護職員復職研修事業    （3～5 日間） 

・看護職員実習指導者講習会の実施 （39 日間） 

アウトカム ：県内における看護の質の向上 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

事業の内容 ・看護職員の資質向上を図るため、認定看護師の養成、看護職の成長段

階に合わせた専門分野別の研修、職能別特徴に照らし合わせた研修、

潜在看護職員を含む有資格看護職者とした復職支援研修等の実施を支

援する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 9,507 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 4,371 (千円) 

基金 国 5,619 (千円) 

都道

府県 

2,809 (千円) 民 1,248 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

1,248 (千円) 
計 8,428 (千円) 

その他 1,079 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.32】 
看護職員確保対策事業 
（新卒看護職員Ｕ･Ｉターン就職促進事業） 

【総事業費】 

95 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県 

事業の目標 アウトプット：他県の学校訪問による PR 活動実施回数（30 回） 

アウトカム ：県内における看護職員の確保 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・看護職員の確保を図るため、他県で就学している本県出身の看護学生 

 を中心に県内就職情報を積極的に発信し、インターンシップや病院説 

 明会等への参加に繋げ、Ｕ・Ｉターン就職を促進する。 

 ○ 無料就職相談会の開催 

 ○ 学校訪問によるＰＲ活動（本県出身の学生が在籍する養成所を訪問） 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 95 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 63 (千円) 

基金 国 63 (千円) 

都道

府県 

32 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 95 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33】 
看護職員確保対策事業 
（就業環境改善アドバイザー派遣事業） 

【総事業費】 

743 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県 

事業の目標 アウトプット：看護の質の向上や職場環境・指導管理体制の改善のため

にアドバイザーを派遣した施設数及び回数（20 施設、80 回） 

アウトカム ：県内における看護職員の確保及び看護の質の向上 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・看護の質の向上や職場環境・指導管理体制の改善を希望する病院に対

して、アドバイザーを派遣し、現場の課題に応じた改善策の提案や改

善に向けた助言等を行うことにより、魅力ある病院づくりを進め、看

護職員の確保定着を図る。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 743 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 495 (千円) 

基金 国 495 (千円) 

都道

府県 

248 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 743 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.34】 
看護職員確保対策事業（看護の心の健康相談事業） 

【総事業費】 

597 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の目標 アウトプット：就業継続のために実施した看護職の心の健康相談の実施

回数（月 2 回） 

アウトカム ：県内における看護職員の確保及び離職防止 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・心の健康相談を希望する県内の看護職員を対象に、仕事に関する悩み・ 

不安を気軽に相談できるよう臨床心理士による相談窓口を設置し、心

の悩みを解消し、離職防止に繋げる。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 597 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 398 (千円) 

都道

府県 

199 (千円) 民 398 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

398 (千円) 
計 597 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35】 
看護職員確保対策事業（ナースバンク事業） 

【総事業費】 

1,414 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の目標 アウトプット：ナースセンターの就業相談における就業者数 

       ６２６人（H26 度）→増加（H27 度） 

アウトカム ：県内における看護職員の確保及び再就業促進 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・ナースセンターの機能強化に伴い、ナースバンク事業において、離職

者等を含めた未就業者に対する就業支援を強化する。 

 ナースバンク事業における第５次ＮＣＣＳ更新・運用等に要する経費 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 1,414 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 943 (千円) 

都道

府県 

471 (千円) 民 943 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

943 (千円) 
計 1,414 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36】 
看護職員確保対策事業 
（ナースセンター・ハローワーク連携相談支援事業） 

【総事業費】 

1,003 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の目標 アウトプット：潜在看護職員の再就業促進のため、ハローワークにて実

施した就業相談の実施回数（県内 7 箇所 月 1 回） 

アウトカム ：県内における看護職員の確保、再就業促進 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・地域の実情に応じた看護職員の離職防止対策を始めとした総合的な看

護職員確保対策を支援する。 

・潜在看護職員の再就業を効果的に進めるため、ナースセンターと公共

職業安定所（ハローワーク）が連携し、情報共有を行うとともに、ハ

ローワークを巡回し就業相談を実施する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 1,003 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 669 (千円) 

都道

府県 

334 (千円) 民 669 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

669 (千円) 
計 1,003 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.37】 
看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費】 

94,947 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

民間立看護師養成所（3 施設） 

事業の目標 アウトプット：看護師等養成所における教育内容の向上を図るために当

該補助により看護師等養成を行った施設数（3 施設） 

アウトカム ：県内における看護職員の確保及び看護の質の向上 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・看護師等養成所における教育内容の向上を図ることにより、質の高い

看護師等を養成するため、専任教員の配置や実習経費など養成所の運

営を支援する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 94,947 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 63,298 (千円) 

都道

府県 

31,649 (千円) 民 63,298 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 94,947 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.38】 
病院内保育所運営費補助事業 

【総事業費】 

45,074 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

院内保育所を設置する民間医療機関 

事業の目標 アウトプット：勤務環境を改善し、医療従事者の離職防止及び再就業促

進を図るために当該補助により院内保育所を運営した施設数（6 施設） 

アウトカム ：県内における看護職員の確保、離職防止、再就業促進 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・医療従事者の勤務環境の改善を図ることにより離職防止及び再就業を

図るため、勤務環境の改善を行う医療機関のうち、院内保育所の運営

により改善を進める民間医療機関の取組を支援する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 45,074 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 (千円) 

基金 国 20,027 (千円) 

都道

府県 

10,014 (千円) 民 20,027 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 30,041 (千円) 

その他 15,033 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.39】 
看護職員就労環境改善事業 

【総事業費】 

106 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県 

事業の目標 アウトプット：多様な勤務形態等の導入や看護業務の効率化・職場風土

改善に関する研修会の実施回数（1 回） 

アウトカム ：研修実施による看護業務の効率化及び勤務環境の改善 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・医療施設における看護職員の就労環境改善のための体制の検討を促進

するため、看護管理者的業務に従事している者を対象に、短時間正規

雇用など多様な勤務形態等の導入や職場環境改善、雇用の質の向上等

に関する研修を行うとともに、最新の取組事例などの情報を提供する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 106 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 70 (千円) 

基金 国 70 (千円) 

都道

府県 

36 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 106 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.40】 
医療施設勤務環境改善設備整備事業 

【総事業費】 

270,638 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

医療機関 

事業の目標 アウトプット：ナースコールの整備等により勤務環境及び医療提供体制

の改善を図る医療機関数（13 施設） 

アウトカム ：看護業務の効率化、勤務環境の改善及び医療安全の確保 

事業の期間 平成 28 年 1 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・病棟の効率的運営による医療従事者の負担軽減や医療安全の確保を図

るため、医療機器に連動したナースコールシステムや離床センサーの

整備に対して助成する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 270,638(千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 39,083 (千円) 

基金 国 48,212 (千円) 

都道

府県 

24,106 (千円) 民 9,129 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 72,318 (千円) 

その他 198,320(千円) 

備考（注３） H27 年度：72,318 千円、H28 年度：0 千円 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.41】 
産科医確保臨床研修支援事業 

【総事業費】 

8,800 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨大学 

事業の目標 アウトプット：・新たな後期研修医の確保（2 人） 

・他大学への短期派遣研修の参加人数（2 人） 

アウトカム ：産科医師数の維持・確保 

現状 55 人（H28）→ 目標 55 人以上（H29 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

県内の分娩取扱医療機関数は、平成 16 年の 24 施設から平成 28 年で

は 15 施設と減少している。これは過酷な勤務状況にある産科医師の減少

によるものである。このような中、新たな産科医師の確保が喫緊の課題

となっている。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

研修プログラム等への支援を行うことにより、新たな産科医師を確保

し、本県の産科・周産期医療提供体制の充実・確保が図られる。 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 医療施設における看護職員の就労環境改善のための体制の検討を促

進するため、看護管理者的業務に従事している者を対象に、短時間正

規雇用など多様な勤務形態等の導入や職場環境改善、雇用の質の向上

等に関する研修を行うとともに、最新の取組事例などの情報を提供す

る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 8,800 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 5,867 

 (千円) 基金 国 5,867 (千円) 

都道

府県 

2,933 (千円) 民 0 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 8,800 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.42】 
救急搬送受入支援事業 

【総事業費】 

34,029 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

最終受入医療機関 

事業の目標 アウトプット： 

救急搬送受入困難事例の対象となる救急搬送１件あたりの平均受入 

要請回数 1.4 回（H27 年度）→ 1.4 回以下（H29 年度） 

アウトカム ：救急専門医 23 名（H28） → 23 名以上（H29） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

本県では救急専門医の人数が少ないため、救急搬送において搬送先の

医療機関を速やかに決定するなど円滑な受入体制を構築することによ

り、救急専門医の負担を軽減し人材を確保する必要がある。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

最終受入医療機関を維持確保し、救急搬送受入困難事案の解消を図る

ことにより、救急専門医の負担軽減や救急医療体制の充実、救急専門医

の確保に繋がる。 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 患者の疾病別の搬送のルール化や最終受入医療機関の継続的な確保

など救急患者の受入体制を整備することにより、受入医療機関の医師

のスキルアップを図るとともに、救急専門医の負担を軽減し人材の確

保を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 34,029 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 4,532 

 (千円) 基金 国 6,671 (千円) 

都道

府県 

3,335 (千円) 民 2,139 

 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 
計 10,006 (千円) 

その他 24,023 (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.43】 
医療と生活をつなぐ看護人材育成事業 

【総事業費】 

2,775 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の目標 アウトプット：・訪問看護師動機付け研修（計 2 日間・20 人） 

・新人訪問看護師教育研修（計 4 回・14 人） 

・新人訪問看護師採用育成支援事業（計 29 人） 

・訪問看護師養成講習会（計 14 日間・45 人） 

アウトカム ：訪問看護師数 349 人（H29.4.1）→360 人（H30.4.1） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

病院完結型医療から地域完結型医療への移行推進によって在宅療養者

の増加が見込まれる中、訪問看護の体制を整備するには、新人訪問看護

師の養成及び県内への訪問看護師の定着促進等、人材の育成を図る必要

がある。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

新人訪問看護師の養成研修により訪問看護師を確保し、新人訪問看護

師を対象とした研修により、定着を図る。 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 本県では、常勤換算 3～5 人の小規模訪問看護ステーションが約 6 割

を占めており、新人の養成ができない、県内への定着が難しく離職率

が高いなど、訪問看護が安定的に提供できる体制が整っていないこと

から、新人訪問看護師養成研修等を実施し、訪問看護師の確保･定着を

図る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 2,775 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 

 (千円) 基金 国 1,850 (千円) 

都道

府県 

925 (千円) 民 1,850 

 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

1,850 (千円) 

計 2,775 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.44】 
産科医確保臨床研修支援事業 

【総事業費】 

8,681 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

山梨大学 

 

事業の目標 アウトプット：・新たな後期研修医の確保（2 人） 

・他大学への短期派遣研修の参加人数（2 人） 

アウトカム：産科医師数の維持・確保 

現状 60 人（H29）→ 目標 60 人以上（H30） 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

県内の分娩取扱医療機関数は、平成 16 年の 24 施設から平成 29 年では 15 施

設と減少している。これは過酷な勤務状況にある産科医師の減少によるもので

ある。このような中、新たな産科医師の確保が喫緊の課題となっている。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

研修プログラム等への支援を行うことにより、新たな産科医師を確保し、本

県の産科・周産期医療提供体制の充実・確保が図られる。 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

事業の内容 ・地域で安心してお産ができる体制の整備に向け、産科医師を養成・確保する

ため、県内統一の産科後期研修プログラムの運営及び研修医の募集を支援す

る。 

・研修プログラムの運営に当たっては、若手医師の高度専門医療への 

志向に対応し、ハイリスク分娩等の高度な医療技術の修得ができる 

よう、他大学への短期派遣研修をプログラムに位置付けるとともに 

講習会等を開催するなど研修医募集活動を行い、更なる産科医師の 

養成・確保を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 8,681 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 5,787 

 (千円) 基金 国  5,787 (千円) 

都道

府県 

2,894 (千円) 民 0 

 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

0 (千円) 

計 8,681 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.45】 
看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費】 

53,293 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

民間立看護師養成所（3 施設） 

事業の目標 アウトプット：当該補助により看護師等養成を行った施設数（3 施設） 

アウトカム：養成所卒業生県内就業率 

       78.4％（H29.3 月）→ 78.4％以上(H31.3 月) 

〈背景にある医療･介護ニーズ〉 

看護職員は依然として不足しており、看護ニーズを満たしていない。

県内医療機関に看護職員を安定的に供給するために、看護師等養成所の

運営を支援する必要がある。 

〈アウトカムとアウトプットの関連〉 

看護師等養成所の運営を支援することにより、県内で就職する看護職

員の確保及び資質の向上を図る。 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

事業の内容 看護学生の看護実践能力の向上を図るため、看護師等養成所における

専任教員の配置や実習経費など養成所の運営を支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 53,293 (千円) 基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 0 

 (千円) 基金 国  35,529 (千円) 

都道

府県 

17,764 (千円) 民 35,529 

 (千円) 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

35,529 (千円) 

計 53,293 (千円) 

その他 0 (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事

業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）基本整備 

 （中項目）基盤整備 

 （小項目）人材育成に取り組む事業所の認証評価制度実施事業 

事業名 【No.46】 
介護職員確保定着促進事業 

【総事業費】 

9,196 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：介護労働安定センター山梨県支部）、スキルアップ拠点施

設として選定された介護保険施設等 

事業の目標 ・委員会の開催 各年度 3 回 

・介護人材育成に関する優良施設の認定 各年度 12 施設 

・スキルアップ拠点施設の選定 各年度 2 施設 

事業の期間 平成 27 年 9 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 
・介護の質の向上及び離職防止を図るため、介護職員の確保・定着に向けた

総合的な取り組みを実施する。 

 ・やまなし・介護の魅力発信委員会の設置 

   ・事業者団体の推薦者、認知症研修講師、介護福祉士養成校の関係者

等により構成し、モデル給与規程・モデル就業規則の検討、認定施

設、スキルアップ拠点施設の選定等を行う。 

 ・介護人材育成認証制度の創設等 

   ・処遇改善や職場環境の改善を実践する施設を認定し、その取り組み

を紹介 

   ・「モデル給与規程」「モデル就業規則」等を作成、普及 

 ・スキルアップ拠点施設の選定等 

   ・先進的施設を拠点施設として選定し、当該施設の職員を中心として、

実習受入・地域開放、訪問指導等を実施 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 9,196(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

 

公 0 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 6,131(千円) 民 6,131(千円) 

都道府県（Ｂ） 3,065(千円) うち受託事業等

（再掲）（注２） 

5,458 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） 9,196(千円) 

その他（Ｃ） 0(千円) 

備考（注３） H27 年度：2,827 千円、H28 年度：3,030 千円、H29 年度：3,339 千円 

※事業廃止のため、執行残 1,348 千円を No.40 職場体験事業に振り替える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受

託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進 

      事業 

事業名 【No.47】福祉・介護の仕事の魅力発信事業（介護の魅力 ～

「深さ」と「楽しさ」～の発信） 

【総事業費】 

2,001 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 ・イベントの開催 1 回、参加目標者数 150 名 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 福祉・介護の仕事の魅力を広く発信し、福祉・介護の仕事に関するイメージ

アップと理解の促進を図るため、福祉・介護の仕事への理解を深めてもらう

講演会や、先進的な事業を展開している介護事業所や NPO などで働く職員

による介護体験などをテーマとしたシンポジウム、介護体験、福祉・介護に

関する展示・相談ブースの設置等のイベントを開催する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

2,001 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

1,334 

民  (千円) 

1,334 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

667 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

1,334 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

2,001 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：1,952 千円、H29 年度：49 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進 

      事業 

事業名 【No.48】 
福祉・介護人材確保対策情報発信事業 

【総事業費】 

925 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 ・PR 用クリアファイルの作成 15,000 枚 

・テレビ CM の放送 15 秒 CM×2 回 

・新聞広告 2 回 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 中学生・高校生をはじめとする一般県民を対象に、福祉・介護の仕事の魅力

を発信するため、各種広報媒体を利用した一体的な広報を展開する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

925 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

616 

民  (千円) 

616 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

309 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

616 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

925 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：908 千円、H29 年度：17 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場

体験事業 

事業名 【No.49】 

職場体験事業 

【総事業費】 

4,693 千円 

 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 職場体験実施者 H27 年度 100 人、H28 年度以降各年度 50 人 

（体験日数 毎年 2 日） 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

             

事業の内容 高校生・大学生をはじめ、他分野からの離職者、主婦層、高齢者層等の福祉・ 

介護分野への参入を促進するため、実際に介護現場で介護の仕事を体験する

ことにより、福祉・介護の仕事の魅力ややりがいを学んでもらう。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 4,693 (千円) 

  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ） 3,129 (千円) 

  

民  (千円) 

3,129 

都道府県（Ｂ） 1,564 (千円) 

  

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,129 

計（Ａ＋Ｂ） 4,693 (千円) 

  

その他（Ｃ） 0(千円) 

備考（注３） H27 年度：449 千円、H28 年度：521 千円、H29 年度：424 千円、H30 年

度：825 千円､H31 年度：1,237 千円､H32 年度：1,237 千円 

※No.37 介護職員確保定着促進事業から 1,348 千円を振り替える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 

事業名 【No.50】 
基準緩和型訪問サービス従事者等養成研修会開催事業 

【総事業費】 

1,259 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県 

事業の目標 （１）新しい総合事業参入研修会 受講者数：年間 150 人 

（２）基準緩和型訪問サービス従事者養成研修会 受講者数：年間 50 人  

（３）移動サービス・配食サービス従事者養成研修会 受講者数：年間 50 人 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・新しい総合事業において実施する基準緩和型の訪問サービス及び生活支援

サービスの従事者を養成するため、次の研修会を実施する。 

 （１）事業者・NPO に対する新しい総合事業参入に向けた研修会(H27,28) 

    地域支え合い活動推進セミナー（H29～） 

 （２）基準緩和型の訪問サービスに係る従事者養成研修会 

 （３）広域的な移動サービス・配食サービスに係る従事者養成研修会（H28

年度で終了） 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

1,259 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

839 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

839 

民 (千円) 

0 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

420 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

1,259 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：530 千円、H28 年度： 424 千円、H29 年度：305 千円 ※No.45

福祉・介護人材キャリアパス支援事業へ 682 千円を振り替える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場

体験事業 

事業名 【No.51】 
介護人材掘り起こし事業 

【総事業費】 

4,302 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 福祉・介護人材を確保するため、市町村ボランティアセンター（市町村社会

福祉協議会）、県シルバー人材センターを構成員とする連絡会を設置し、社

会活動（ボランティア）を通じて介護分野に関心を持つ中高年高齢者（概ね

50 歳～64 歳）を対象に、介護基礎講座を開催する。 

・福祉・介護人材確保県連絡会（仮称）の開催回数 年間 2 回 

・中高年者に対する介護入門講座の受講者数 年間 200 人 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

             

事業の内容 （１）福祉・介護人材確保県連絡会（仮称）の設置 

 構成団体 市町村ボランティアセンター（市町村社会福祉協議会）、山梨

県シルバー人材センター、山梨県社会福祉協議会（山梨県福祉

人材センター） 

開催回数 年間 2 回 

協議内容 福祉・介護人材確保に伴う各団体相互の連携と人材確保策等 

 

（２）中高年者に対する介護入門講座の開催 

市町村ボランティアセンターと各地域シルバー人材センターと連携し、

中高年者を対象とした介護入門講座を開催する。 

・実施回数 年間 4 回 

・受講対象者 中高年高齢者（概ね 50 歳～64 歳） 1 講座 50 人 

  ・日 程 1 講座 2 日間（12 時間） 

  ・内 容 介護保険制度の理解（1 時間） 

 高齢者の家族と心理（1 時間） 

 コミュニケーション技術（1 時間） 

 認知症の理解（2 時間） 

 生活支援技術（4 時間） 

 リスクマネジメントと緊急時の対応（1 時間） 
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 介護現場の理解（2 時間） 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

4,302 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

2,868 

民 (千円) 

2,868 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

1,434 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,868 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

4,302 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H28 年度： 584 千円、H29 年度： 503 千円、H30 年度： 785 千円､ 

H31 年度：1,215 千円､H32 年度：1,215 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.52】 
介護職員初任者研修助成事業 

【総事業費】 

16,698 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 福祉・介護人材を確保するため、福祉人材センターによるマッチングを通じ

て就労し、働きながら介護職員初任者研修の修了を目指す者に対し、研修受

講費等の助成を支援する。 

・研修受講費の助成者数 毎年 50 人 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

             

事業の内容 介護職員初任者研修受講費等の助成 

・補助対象経費 介護職員初任者研修の受講料、教材費等として研修機関

に支払った費用 

・補助上限額  10 万円まで 

・募集人数   50 人まで（年間） 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

16,698 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

11,132 

民 (千円) 

11,132 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

5,566 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

11,132 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

16,698 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H28 年度： 138 千円、H29 年度：264 千円、H30 年度：709 千円､H31 年

度：7,793 千円､H32 年度：7,794 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能

強化事業 

事業名 【No.53】 
求人・求職のマッチング機能強化事業 

【総事業費】 

9,697 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 福祉・介護職の入職への人材確保を図るとともに、求職者の多様なニーズに

伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッチングを行い、人材定着を支援する。 

・マッチングによる雇用創出目標数 33 名 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・キャリア支援専門員の配置   2 名配置 

・求職者支援活動（ハローワーク訪問活動） 

・求人・求職開拓活動 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

9,697 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

6,465 

民  (千円) 

6,465 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

3,232 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

6,465 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

9,697 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：9,034 千円、H29 年度：663 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

（その１） 

事業名 【No.54】 
福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

【総事業費】 

19,973 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援するとともに、定着促進を図る。 

・職員育成キャリアパス支援研修受講修了目標数 680 人（募集定員の 100%） 

・キャリア形成技術指導事業受講修了者       300 人（    〃     ） 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 ・キャリアパス支援研修 

・キャリア形成技術指導事業 

・研修事業専門員の配置 1 名 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

19,973 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

13,315 

民  (千円) 

13,315 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

6,658 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

13,315 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

19,973 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度： 5,421 千円、H28 年度：4,261 千円、H29 年度：4,075 

千円、H30 年度：2,072 千円、H31 年度：2,072 千円、H32 年度：2,072 千

円※No.41 基準緩和型訪問サービス従事者等養成研修会開催事業から 682 千円、※No.51 認知症

初期集中支援チーム員研修事業 2,200 千円、※No.52 認知症地域支援推進員研修事業 566 千円、

※No.54 地域包括支援センター職員研修事業 827 千円、※No.56 生活支援コーディネーター養成

研修会開催事業 483 千円、※No.59 介護予防リハビリテーション専門職リーダー養成研修会開催事

業 489 千円 以上、保険者機能協会推進交付金へ移行した事業分計 5,247 千円を振り替える 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

（その１） 

事業名 【No.55】 
介護職員等医療的ケア研修事業 

【総事業費】 

6,444 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託研修機関） 

事業の目標 ・指導者養成講習 80 名×1 回 講義・演習 1.5 日 

・基本研修 60 名×1 コース 講義 50 時間 筆記試験・演習 2 日間及び評価 

・実地研修 60 名×1 コース 事業所内での実習（約 3 か月間） 

・医療的ケア検討委員会 検討委員会 2 回、研修部会 1 回 

事業の期間 平成 27 年 5 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホーム等の介護職員等

に、たんの吸引・経管栄養等医行為について、国が定める一定の研修（第一

号・第二号研修）を実施し、医療的ケアのニーズに対応可能な人材の確保と

サービスの質の向上を図り、介護基盤を強化する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

6,444 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

4,296 

民  (千円) 

4,296 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

2,148 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

4,296 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

6,444 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：5,700 千円、H29 年度：744 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

（その３）（介護支援専門員資質向上事業） 

事業名 【No.56】 
介護支援専門員資質向上事業 

【総事業費】 

99,527 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

（１）山梨県（委託先：山梨県介護支援専門員協会） 

（２）～（５）山梨県（指定研修実施機関：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 （１）介護支援専門員実務従事者基礎研修事業 

・実施回数 1 コース 

・受講人数 70 名 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 

・実施回数 各年度 1 コース 

・受講人数 各年度 35 名 

（３）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

・実施回数 各年度・各研修 1 コース 

・受講人数 

専門研修Ⅰ H27 年度 130 名、H28 年度以降各年度 110 名 

専門研修Ⅱ H27 年度 300 名、H28 年度以降各年度 280 名 

（４）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 

  ・実施回数 各年度 1 コース 

  ・受講人数 各年度 210 名 

（５）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

  ・実施回数 各年度 1 コース 

  ・受講人数 各年度 40 名 

事業の期間 （１）平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

（２）平成 28 年 1 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

（３）平成 27 年 5 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日（専門研修Ⅰ） 

平成 27 年 8 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日（専門研修Ⅱ） 

（４）平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

（５）平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 
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事業の内容 （１）介護支援専門員実務従事者基礎研修事業 

実務就業後１年未満の介護支援専門員を対象に、ケアマネジメントプ

ロセスやケアプラン作成等の技術習得等を中心とした研修を実施するこ

とにより、効果的に初任段階の介護支援専門員の実務能力の向上を図る。 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員証の有効期限が 1 年未満に満了する者を対象に、研修

受講の機会を確保することにより、ケアマネジメントについて再度必要

な視点や手法を習得し、専門職としての能力の保持と向上を図る。 

（３）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

①実務就業後 6 か月以上の介護支援専門員（専門研修Ⅰ）、②就業後 3

年以上の介護支援専門員（専門研修Ⅱ）を対象に、各々のキャリアに応

じたケアマネジメントプロセスの再確認や社会資源・各サービスの特性

等の理解を深め、高齢者の自立支援に資するサービス提供を行うために

必要な研修を実施し、専門職としての能力の向上を図る。 

（４）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者に、ケアマネジメント

に関する基本を習得し、多職種と協働・連携しながら専門職としての役

割を果たせるよう能力の向上を図る。 

（５）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員証の有効期間が失効している者が、再度実務に従事す

るため、ケアマネジメントに関する基本を再認識し、多職種と協働・連

携しながら専門職としての役割を果たせるよう能力の向上を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

99,527 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ） (千円) 

17,829 

民  (千円) 

17,829 

都道府県（Ｂ）   (千円) 

8,915 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

17,829 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

26,744 

その他（Ｃ） (千円) 

72,783 

備考（注３） H27 年度：4,205 千円、H28 年度： 4,751 千円、H29 年度：1,811 千円、

H30 年度：8,418 千円､H31 年度：40,171 千円､H32 年度：40,171 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）研修代替職員の確保支援 

（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【No.57】 
代替要員の確保による現任介護職員等の研修支援事業 

【総事業費】 

26,628 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託事業者）、年間研修計画に基づき介護職員を研修に参加させた

介護保険施設等 

事業の目標 ・申請件数 62 件 

事業の期間 平成 27 年 9 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 複雑化・高度化する介護ニーズ等に対応する介護職員を育成するため、介護

保険施設等が年間研修計画に基づき、資質向上及びキャリアアップ等を目的

とした研修に介護職員を参加させる場合に、代替要員確保等のための支援を

行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

26,628 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ） (千円) 

17,752 

民  (千円) 

17,752 

都道府県（Ｂ）   (千円) 

8,876 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

17,752 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

26,628 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：828 千円、H28 年度：2,837 千円、H29 年度：3,534 千円 

H30 年度：4,156 千円､H31 年度：6,836 千円､H32 年度：8,437 千円 

※No.53 認知症対応型サービス事業者等研修事業へ 1,600 千円を振り替え

る 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）潜在有資格者の再就業促進 

 （小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

 

事業名 【No.58】 
再就労者支援事業 

【総事業費】 

501 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 求人・求職マッチング機能強化事業及び、福祉・介護キャリアパス支援事業

と組み合わせて実施することにより、求職者・求人事業者にとって効率の良

いプログラム実施を目指す。 

・対象人数 15 人程度見込 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 潜在的有資格者(介護福祉士・介護職員初任者研修修了者等）の求職者を対

象に、個別の状況に応じた講習、実習等を組み合わせた職場復帰プログラム

を実施して、再就業の支援を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

501 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

334 

民  (千円) 

334 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

167 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

334 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

501 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：140 千円、H29 年度：186 千円、H30 年度：175 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.59】 
認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 

1,990 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（（1）は国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに委託、（2）・（3）

の一部は山梨県医師会に委託） 

事業の目標 認知症サポート医の養成 10 名 

認知症サポート医フォローアップ研修受講者数 36 名 

かかりつけ医等認知症対応力向上研修 新規受講者数 140 名 

病院勤務における医療従事者向け認知症対応力向上研修 3 病院（各 50 人） 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 地域における認知症医療支援体制の充実を図るため、次の事業を行う。 

（1）認知症サポート医の養成 

（2）認知症サポート医フォローアップ研修 

（3）かかりつけ医等認知症対応力向上研修 

（4）病院勤務における医療従事者向け認知症対応力向上研修 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

1,990 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

905 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

1,327 

民  (千円) 

422 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

663 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

422 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

1,990 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：1,605 千円、H29 年度：385 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.60】 
認知症初期集中支援チーム員研修事業 

【総事業費】 

600 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 
山梨県（委託先：国立長寿医療研究センター） 

事業の目標 
受講者数 26 市町村＋9 地域包括支援センター（委託）×２名＝70 名 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 市町村等が実施する初期集中支援推進事業に関わるチーム員としての知

識・技術を習得することを目的とした研修を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

600 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

400 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

400 

民 (千円) 

0 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

200 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

600 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：600 千円 

※No.45 福祉・介護人材キャリアパス支援事業へ 2,200 千円を振り替える 

 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.61】 
認知症地域支援推進員研修事業 

【総事業費】 

1,482 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 
山梨県（委託先：認知症介護研究・研修東京センター） 

事業の目標 
受講者数 地域包括支援センター数×1 名＝35 名 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 市町村等に配置された（又は配置予定の）認知症地域支援推進員がその役割

を担う知識・技術を習得することを目的とした研修を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

1,482 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

988 

民  (千円) 

988 

都道府県（Ｂ） (千円) 

494 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

988 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

1,482 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：912 千円、H28 年度：228 千円、H29 年度：342 千円、 

※No.45 福祉・介護人材キャリアパス支援事業へ 566 千円を振り替える 

 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 
【No.62】 

認知症対応型サービス事業者等研修事業 

【総事業費】 

4,350 千円 

 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 
山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（（１）～（３）及び（５）は山梨県社会福祉協議会に委託、（４）は

認知症介護研究・研修大府センターに委託） 

事業の目標 （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 H27 年度 20 名、H28 年度以降各年度 10 名 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 

・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 H27 年度 30 名、H28 年度以降各年度 40 名 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 

・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 各年度 20 名 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 

   ・受講者数 各年度・指導者 2 名（講義・演習 5 日間） 

（５）認知症介護基礎研修事業 

   ・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 1 日間） 

・受講者数 各年度 72 名 

事業の期間 （１）～（３）平成 27 年 10 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

（４）平成 27 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日（委託先の日程による） 

（５）平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

事業の内容 （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

認知症介護サービス事業開設者に対して、開設者としてサービス事業

を管理・運営していくための知識・技術の習得を目的とするための研修

を実施する。 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 

認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知

症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス事業所を管理・運営し

ていくために必要な知識及び技術の習得を目的とするための研修を実施

する。 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
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小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業所の計画作成

担当者となる者が、小規模多機能型居宅介護計画を適切に作成する上で

必要な知識・技術の習得を目的とするための研修を実施する。 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 

   認知症介護指導者に対し、最新の認知症介護に関する高度な専門的知

識及び技術を習得させるとともに、高齢者介護実務者に対する研修プロ

グラム作成方法及び教育技術の向上を図るため研修を実施する。 

（５）認知症介護基礎研修事業 

   認知症ケアに携わる者が、その業務を遂行する上で必要な基礎的な知

識・技術を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的な

サービス提供が行うことができるようにするための研修を実施する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (千円) 

4,350 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ） (千円) 

2,528 

民 (千円) 

2,528 

都道府県（Ｂ） (千円) 

1,265 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,528 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,793 

その他（Ｃ） (千円) 

557 

備考（注３） H27 年度：353 千円、H28 年度：572 千円、H29 年度：563 千円、 

H30 年度：768 千円､H31 年度：768 千円､H32 年度：769 千円､※No.48 代

替要員の確保による現任介護職員等の研修支援事業から 1,600 千円を振り替

える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステムの構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.63】 
地域包括支援センター職員研修事業 

【総事業費】 

633 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 
山梨県 

事業の目標 ・受講者数 

(1)新任者研修 年間 37 人 

(2)現任者研修 年間 70 人 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 地域包括支援センター職員を対象とした次の研修を実施する。 

 (1)新任者研修 

 (2)現任者研修 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (千円) 

633 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

422 

基
金 

国（Ａ） (千円) 

422 

民 (千円) 

0 

都道府県（Ｂ） (千円) 

211 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

633 

その他（Ｃ） (千円) 

 0 

備考（注３） H27 年度：254 千円、H28 年度：196 千円、H29 年度：183 千円※No.45 福

祉・介護人材キャリアパス支援事業へ 827 千円を振り替える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステムの構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.64】 
地域包括ケア推進アドバイザー派遣等事業 

【総事業費】 

 1,037 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 
山梨県 

事業の目標 ・アドバイザー派遣回数、研究会開催回数 

(1)アドバイザー派遣回数 80 回（20 市町村に各 4 回） 

(2)研究会開催回数 3 回 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 地域ケア会議の推進を図るための市町村へのアドバイザー派遣、研究会の開

催を行う。 

 (1)県内全市町村における効果的な推進を目指し、市町村の実情に対応し

たアドバイザー（県内大学教授等 6 人）を派遣 

 (2)地域ケア会議を実践する中での課題の整理や対応策の検討を行うた

め、アドバイザー・市町村等をメンバーとする研究会を開催 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (千円) 

1,037 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 691 

基
金 

国（Ａ） (千円) 

 691 

民 (千円) 

0 

都道府県（Ｂ） (千円) 

 346 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

 1,037 

その他（Ｃ） (千円) 

  0 

備考（注３） H27 年度：1,037 千円、執行残額 506 千円は NO.58 事業に移し替え 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
 
 



- 91 - 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

 

事業名 【No.65】 
生活支援コーディネーター養成研修会開催事業 

【総事業費】 

651 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県 

事業の目標 ・研修会開催 年間 1～2 回 

・コーディネーター養成研修受講者 毎年 60 人 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 〇 各市町村が順次配置する生活支援コーディネーターの資質向上を図る

ための研修会を開催する。 

 ・1 日目 講義（介護保険制度等、生活支援サービスについて、コーディ

ネーターの役割）、演習・グループワーク 

 ・2 日目 講義（生活支援ニーズの把握、地域課題の把握、資源開発）、演

習・グループワーク 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

651 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

434 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

434 

民 (千円) 

0 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

217 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

651 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：340 千円、H28 年度： 129 千円、H29 年度：182 千円、 

※No.45 福祉・介護人材キャリアパス支援事業へ 483 千円を振り替える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

 

事業名 【No.66】 
地域ケア会議構築支援事業 

【総事業費】 

1,255 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

市町村、地域包括支援センター 

事業の目標 ・全ての市町村で地域ケア会議を実施 

・1 市町村で地域ケア会議の効果的、継続的な運営を図るための研修又は検

討会を開催 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 個別事例のアセスメント力の向上や、個別事例から政策課題に繋げるため

の、又は多職種の連携を図るための研修や検討会の開催に対する助成 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (千円) 

1,255 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

170 

基
金 

国（Ａ） (千円) 

170 

民 (千円) 

0 

都道府県（Ｂ） (千円) 

85 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

255 

その他（Ｃ） (千円) 

1,000 

備考（注３） H27 年度：255 千円※No.61 介護ロボット導入支援事業へ 2,745 千円を振り

替える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.67】 
市民後見人養成研修推進事業 

【総事業費】 

 4,773 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

中北、峡東、富士・東部 

事業の実施

主体 

市町村（山梨市、大月市、南アルプス市、北杜市、笛吹市） 

事業の目標 山梨市：市民後見人の養成から活動までの支援体制構築に向けた検討会の開

催 

大月市：市民後見人養成講座 

南アルプス市：生活支援員・市民後見人養成講座、事例検討会、普及啓発研

修会 

北杜市：権利擁護体制研修会、市民後見人フォローアップ研修、啓発講演会 

笛吹市：生活支援員・市民後見人養成講座、フォローアップ研修 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 市町村が実施する市民後見人養成研修及び市民後見人の支援体制構築に向

けた取り組みに対し助成する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

 4,773 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 2,470 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

 2,470 

民 (千円) 

0 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

 1,236 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

 3,706 

その他（Ｃ）  (千円) 

1,067 

備考（注３） H27 年度：2,827 千円、H29 年度：879 千円(うち 506 千円は NO.55 事業か

ら移し替え) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）介護予防の推進に資するＰＴ・ＯＴ・ＳＴ指導者育成事業 

事業名 【No.68】介護予防リハビリテーション専門職リーダー養成研

修会開催事業 

【総事業費】 

763 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：県 PT 士会、県 OT 士会、県 ST 士会） 

事業の目標 3 士会合同介護予防リーダー養成研修会 

 年 1 回開催・受講者数 年間 100 名 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 リハビリテーション専門職の PT、OT、ST に対し、市町村の介護予防等へ

の協力を進めるためリーダーを養成する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

763 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

508 

民  (千円) 

508 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

255 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

508 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

763 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：181 千円、H28 年度：307 千円、H29 年度：275 千円 

※No.45 福祉・介護人材キャリアパス支援事業へ 489 千円を振り替える 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）人材育成力の強化 

 （小項目）新人職員に対するエルダー・メンター制度導入支援事業 

 

事業名 【No.69】 
労働環境・処遇改善、人材育成力強化事業 

【総事業費】 

194 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の目標 職員定着化に向けた支援体制の構築と具体的な技法の習得・体得を目的とす

る。 

・研修受講目標数 30 人（募集人員の 100%） 

 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

事業の内容 労働環境・処遇改善、人材育成力の強化の観点から、新人介護職員に対する

エルダー・メンター制度等の導入を支援するための研修を実施する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

194 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

129 

民  (千円) 

129 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

65 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

129 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

194 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：181 千円、H29 年度：13 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（その２）

（介護ロボット導入支援事業） 

事業名 【No.70】 
介護ロボット導入支援事業 

【総事業費】 

7,821 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する介護事業所 

事業の目標 介護ロボットの導入数 10 機器 

事業の期間 平成 27 年 10 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

事業の内容 介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として介護ロボット導入計画を

策定して介護ロボットの導入を行う取り組みを支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

7,821  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

5,214  

民  (千円) 

5,214 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

2,607  

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

7,821 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H27 年度：0 千円､H30 年度：1,500 千円 H31 年度：3,000 千円､H32 年度：

3,321 千円 

※No.57 地域ケア会議構築支援事業から 2,745 千円を 

No.62 介護事業所内保育所運営費補助事業から 4,076 千円を振り替える 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）子育て支援 

 （小項目）介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業 

事業名 【No.71】 
介護事業所内保育所運営費補助事業 

【総事業費】 

24,681 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

施設内保育所を設置する介護事業者 

事業の目標 施設内保育の運営により計画的な勤務環境改善を図る介護事業所数 

 H27 年度：4 施設、H28 年度以降各年度 2 施設 

事業の期間 平成 27 年 10 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

 

事業の内容 介護従事者の勤務環境の改善を図ることにより離職防止及び再就業を図る

ため、勤務環境の改善を行う介護事業所のうち、施設内保育所の運営により

改善を進める介護事業所の取り組みを支援する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (千円) 

24,681 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

0 

基
金 

国（Ａ）  (千円) 

10,063 

民  (千円) 

10,063 

都道府県（Ｂ）  (千円) 

5,032 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

15,095 

その他（Ｃ） (千円) 

9,586 

備考（注３） H27 年度：1,062 千円、H28 年度： 1,053 千円、H29 年度：1,289 千円 H30

年度：4,004 千円､H31 年度：3,844 千円､H32 年度：3,843 千円 

※No.61 介護ロボット導入支援事業へ 4,076 千円を振り替える 

 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行ってい

る場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 
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 (2) 事業の実施状況 

事業区分の１、２及び４にかかる事業の実施状況は、別紙「事後評価」のとおり。 

 
 


